
町内の各種グループ・サークルの催しなどをお知らせください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information

－14－

【軽自動車税について】

■廃車の手続きはお済みですか？

・軽自動車税は、毎年 4 月 1 日現在の軽自動車・原動機

付自転車・軽二輪・二輪の小型自動車・小型特殊自動車

の所有者または買主（使用者）に課税されます。盗難や

廃棄などにより、課税客体がなくなった場合も、廃車手

続きが済んでいなければ課税されます。

　また、自動車税と異なり、月割課税制度はありません。

4 月 2 日以降に廃車または名義変更をしても、その年度

分の税金は納めることになります。

※倶知安ナンバーの場合、4 月 1 日に窓口で廃車手続き

をしても間に合いますが、それ以外は軽自動車検査協会

などに申請する必要がありますので早めのお手続きを！

■軽自動車税新制度導入の延期について

・平成 29 年度より、現行の軽自動車税が「種別割」、軽

自動車に係る自動車取得税が「環境性能割」に変更され

る予定でしたが、消費税率の 10％引き上げが延期され

たことに伴い、新制度導入も延期となりました（平成

31 年 10 月）。

問町税務課住民税係☎ 56-8003

【納め忘れはありませんか？】

　町税（住民税、固定資産税および軽自動車税）や国民

健康保険税は町の貴重な自主財源です。財源が不足する

と、住民サービスに影響を及ぼしかねません。そのため、

高額・長期にわたり滞納している方や、納税の意思がみ

られない方は、滞納整理を専門に行う後志広域連合に引

き継ぎし、財産差押などの厳しい滞納処分が実施されま

す。納め忘れがないか再度ご確認ください。

問町税務課納税対策室納税係☎ 56-8002

募

集

〇
高
齢
者
介
護
保
険
業
務
職
員（
パ
ー
ト
）

■
募
集
人
員
／
1
名

■
任
用
期
間
／
4
月
1
日
〜
平
成
30
年
３

　

月
31
日
（
更
新
有
）

■
応
募
資
格
／
町
内
に
居
住
し
、
健
康
で

　

60
歳
未
満
の
方
。パ
ソ
コ
ン
操
作（
ワ
ー

　

ド
、
エ
ク
セ
ル
な
ど
）
が
出
来
る
方

■
勤
務
場
所
／
町
保
健
福
祉
会
館

■
業
務
／
高
齢
者
介
護
保
険
事
務
補
助

■
賃
金
／
時
給
８
４
０
円
（
町
規
定
に
よ

　

る
）
雇
用
保
険
の
み

■
勤
務
時
間
／
月
〜
金
曜
（
土
日
祝
日
は

　

㊡
）、
８
時
45
分
〜
15
時
15
分
（
う
ち

　

休
憩
１
時
間
）
５
時
間
30
分
勤
務

■
応
募
方
法
／
3
月
15
日
㈬
ま
で
に
保
健

　

福
祉
会
館
へ
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
紹
介
状

　

を
添
え
て
履
歴
書
と
と
も
に
提
出

問
町
福
祉
医
療
課
少
子
高
齢
化
対
策
室
高

　

齢
者
介
護
保
険
係
☎
23
―
０
５
０
０

〇
障
害
者
福
祉
推
進
員
（
非
常
勤
職
員
）

■
募
集
人
員
／
１
名

■
資
格
／
要
普
通
自
動
車
運
転
免
許

■
勤
務
場
所
／
町
保
健
福
祉
会
館

■
業
務
／
障
害
福
祉
事
務
全
般

■
雇
用
期
間
／
４
月
１
日
〜
平
成
30
年
３

　

月
31
日
（
更
新
有
）

■
勤
務
時
間
／
月
〜
金
曜
８
時
45
分
〜
16
時

■
賃
金
／
月
額
15
万
円
程
度
（
経
験
に
よ

　

る
）
社
会
保
険
、
雇
用
保
険
加
入

■
応
募
方
法
／
3
月
15
日
㈬
ま
で
に
保
健

　

福
祉
会
館
へ
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
紹
介
状

　

を
添
え
て
履
歴
書
と
と
も
に
提
出

問
町
福
祉
医
療
課
福
祉
係
☎
23
―
０
５
０
０

〇
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
非
常
勤
職
員

■
募
集
人
員
／
４
名

■
任
用
期
間
／
4
月
1
日
〜
3
月
31
日

非
常
勤
職
員
な
ど
の
募
集

■
資
格
／
保
育
士
有
資
格
者
・
教
員
免
許

　
（
幼
・
小
・
中
・
高
）
取
得
者
、
ま
た

　

は
児
童
関
連
事
業
に
2
年
以
上
の
従
事

　

経
験
者
で
町
内
在
住
者

■
業
務
／
生
活
指
導
、
児
童
館
や
ク
ラ
ブ

　

に
係
る
事
務
な
ど

■
賃
金
／
月
11
万
７
２
０
０
円
〜
15
万
５

　

７
０
０
円
（
社
保
・
雇
用
保
険
有
）

■
勤
務
時
間
／

　
【
早
出
】
月
曜
10
時
〜
18
時
、
火
〜
金

　

曜
11
時
〜
18
時　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
【
遅
出
】月
〜
金
曜
13
時
〜
18
時
、土
曜
・

　

長
期
休
暇
8
時
〜
18
時
の
う
ち
交
代
制

　

※
２
週
に
１
回
土
曜
㊡

■
応
募
方
法
／
3
月
24
日
㈮
ま
で
に

　

保
健
福
祉
会
館
へ
履
歴
書
と
資
格
証
な

　

ど
の
写
し
を
提
出

〇
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
非
常
勤
職
員

　
（
パ
ー
ト
）・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

　

支
援
員
補
助
員
（
登
録
制
）

■
業
務
／
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員
補
助

■
賃
金
／
時
給
８
３
０
円

■
勤
務
時
間
・
申
込
み
な
ど
詳
細
に
つ
い

　

て
は
直
接
問
へ

問
町
福
祉
医
療
課
福
祉
係
☎
23
―
０
５
０
０

〇
建
設
課
非
常
勤
職
員

■
募
集
人
員
／
１
名

■
任
用
期
間
／
5
月
1
日
〜
11
月
30
日

■
応
募
／
町
内
に
居
住
可
能
で
65
歳
未
満

　

の
健
康
な
者
。
要
普
通
自
動
車
運
転
免
許

■
勤
務
場
所
／
町
建
設
課
公
園
施
設
係

■
業
務
／
公
園
施
設
の
維
持
管
理（
草
刈
、

　

施
設
整
備
補
修
な
ど
）

■
賃
金
／
月
額
15
万
５
７
０
０
円
（
社
会

　

保
険
、
雇
用
保
険
加
入
）

■
勤
務
時
間
／
月
〜
木
曜
８
時
45
分
〜
17

　

時
30
分
、
週
４
日
勤
務
※
早
朝
、
休
日

　

出
勤
は
基
本
的
に
無
し

■
応
募
方
法
／
3
月
21
日
㈫
ま
で
に
町
建

　

設
課
公
園
施
設
係
へ
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の



－15－

　

上
で
、
会
議
に
出
席
で
き
る
方

■
応
募
方
法
／
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

　

入
し
、
郵
送
ま
た
は
直
接
問
へ
提
出

■
応
募
期
限
／
3
月
15
日
㈬　

■
申
込
書
の
入
手
方
法
／
ま
ち
づ
く
り
新

　

幹
線
課
に
て
配
布
。
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能

問
町
ま
ち
づ
く
り
新
幹
線
課
☎
56
―
８
０
１
２

■
抽
選
日
時
／
3
月
15
日
㈬
10
時
〜

■
抽
選
会
場
／
町
公
民
館
２
階
小
会
議
室

■
募
集
住
宅
／

一
般
世
帯
向
け

・
羊
蹄
団
地
（
北
３
東
７
）
2
Ｄ
Ｋ
一
戸

■
申
込
場
所
・
期
間
／
町
公
民
館
・
３
月

　

９
日
㈭
〜
11
日
㈯
９
時
〜
19
時
30
分

　
（
最
終
日
の
み
17
時
ま
で
）

■
入
居
予
定
日
／
5
月
中
旬

■
そ
の
他
／
入
居
に
関
す
る
要
件
は
直
接

　

問
へ

問
道
営
住
宅
指
定
管
理
者
Ｍ
Ｍ
Ｓ
マ
ン

　

シ
ョ
ン
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

　

☎
０
１
３
４
―
34
―
１
３
７
３

■
対
象
／
本
団
の
活
動
に
興
味
の
あ
る
18

　

歳
以
上
の
方
（
初
級
者
も
可
）

■
活
動
場
所
／
町
内
ス
キ
ー
場

■
主
な
活
動
日
／
ス
キ
ー
場
営
業
期
間（
〜

　

４
月
下
旬
）
の
休
日
お
よ
び
祝
祭
日

■
年
会
費
／
２
千
円

■
そ
の
他
／
入
会
後
に
救
急
法
、
雪
上
安

　

全
法
Ⅰ
、
Ⅱ
の
資
格
取
得
が
で
き
ま
す

問
倶
知
安
ス
キ
ー
パ
ト
ロ
ー
ル
赤
十
字
奉

　

仕
団
事
務
局
☎
０
９
０
―
１
９
３
０
―

　

２
０
６
８
（
野
中
）

　

紹
介
状
を
添
え
て
履
歴
書
（
様
式
問
わ

　

ず
・
写
真
貼
付
）、
普
通
自
動
車
免
許

　

の
写
し
と
と
も
に
提
出
。
応
募
人
数
に

　

よ
り
後
日
面
接
実
施
（
案
内
は
別
途
送

　

付
）、
採
用
合
否
に
つ
い
て
は
後
日
文

　

書
に
て
通
知

問
町
建
設
課
☎
56
―
８
０
1
１

〇
重
機
運
転
手
（
非
常
勤
職
員
）

■
募
集
人
数
／
２
名

■
任
用
期
間
／
4
月
1
日
〜
11
月
30
日

■
応
募
資
格
／
大
型
免
許
、
大
型
特
殊
免

　

許
、
作
業
免
許
を
有
し
、
か
つ
重
機
作

　

業
の
実
務
経
験
者

■
業
務
／
重
機
と
手
作
業
に
よ
る
町
道
・

　

河
川
な
ど
の
維
持
作
業

■
賃
金
／
月
額
16
万
円
〜
18
万
円
（
前
職

　

歴
に
よ
る
）
社
会
保
険
有　

通
勤
手
当

　

有
（
片
道
２
㌔
㍍
以
上
）

■
勤
務
時
間
／
月
〜
木
曜
8
時
45
分
〜
17

　

時
30
分
※
災
害
時
等
超
過
勤
務
・
休
日

　

勤
務
の
可
能
性
有

■
応
募
方
法
／
3
月
15
日
㈬
ま
で
に
応
募

　

書
類
（
履
歴
書
（
様
式
問
わ
ず
・
写
真

　

貼
付
）、
職
務
経
歴
書
（
履
歴
書
に
記

　

載
あ
る
場
合
は
省
略
可
）、
必
要
資
格

　

の
免
許
証
の
写
し
）
を
提
出
。
※
詳
細

　

は
直
接
問
へ

問
町
建
設
課
管
理
係
☎
56
―
８
０
１
１

〇
町
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー
施
設
管
理
職
員

　
（
非
常
勤
職
員
）

■
募
集
人
数
／
１
名

■
応
募
資
格
／
町
内
在
住
で
、
健
康
で
数

　

年
間
勤
務
で
き
る
方

■
勤
務
場
所
／
町
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
任
用
期
間
／
４
月
１
日
〜
平
成
30
年
３

　

月
31
日
（
更
新
有
）

■
勤
務
時
間
／
平
日
17
時
〜
21
時
15
分
、

　

土
曜
・
祝
日
８
時
45
分
〜
17
時
15
分（
早

　

出
）、
17
時
〜
21
時
15
分
（
遅
出
）、
日

　

曜
８
時
45
分
〜
17
時
15
分

■
賃
金
／
月
額
８
万
５
７
０
０
円
（
雇
用

　

保
険
・
労
災
保
険
有
）

■
業
務
／
町
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
夜
間

　
・
土
日
祝
日
の
管
理
業
務（
一
日
交
替
制
）

■
応
募
方
法
／
３
月
17
日
㈮
ま
で
に
、
町

　

公
民
館
文
化
振
興
係
ま
で
履
歴
書
持
参

　

ま
た
は
郵
送
で
提
出
。（
郵
送
の
場
合

　

当
日
消
印
有
効
）

　

書
類
選
考
の
上
、
面
接
日
時
な
ど
を
連

　

絡
。
※
詳
細
は
直
接
問
へ

問
町
公
民
館
文
化
振
興
係
☎
22
―
４
１
５
１

〇
美
術
館
非
常
勤
職
員
（
パ
ー
ト
）　　
　
　
　
　
　
　

■
募
集
人
員
／
3
名

■
任
用
期
間
／
4
月
1
日
〜
平
成
30
年
3

　

月
31
日
（
以
降
更
新
有
）

■
応
募
資
格
／
60
歳
未
満

■
勤
務
場
所
／
小
川
原
脩
記
念
美
術
館

■
業
務
／
受
付
窓
口
で
の
チ
ケ
ッ
ト
販
売

　

ほ
か
美
術
館
業
務
全
般
の
補
助

■
賃
金
／
時
給
８
４
０
円（
町
規
定
に
よ
る
）

■
勤
務
時
間
／
週
３
日
以
内
の
交
替
勤
務　

　

9
時
〜
17
時
（
1
時
間
は
休
憩
時
間
）

※
土
日
祝
日
の
勤
務
有
3
名
で
の
シ
フ
ト
制

■
応
募
方
法
／
3
月
15
日
㈬
ま
で
に

　

履
歴
書
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
紹
介
状
を

　

添
え
て
美
術
館
へ
提
出

■
選
考
方
法
／
書
類
選
考
、
面
接

問
小
川
原
脩
記
念
美
術
館
☎
21
―
４
１
４
１

〇
風
土
館
非
常
勤
職
員
（
パ
ー
ト
）

■
募
集
人
員
／
1
名

■
任
用
期
間
／
4
月
1
日
〜
平
成
30
年
3

　

月
31
日
（
以
降
更
新
有
）

■
応
募
資
格
／
60
歳
未
満

■
勤
務
場
所
／
倶
知
安
風
土
館

■
業
務
／
受
付
窓
口
で
の
チ
ケ
ッ
ト
販
売

　

ほ
か
風
土
館
業
務
全
般
の
補
助

道
営
住
宅
入
居
者
募
集

■
賃
金
／
時
給
８
４
０
円（
町
規
定
に
よ
る
）

■
勤
務
時
間
／
週
３
日
以
内
の
交
替
勤
務　

　

9
時
〜
17
時
（
1
時
間
は
休
憩
時
間
）

※
土
日
祝
日
の
勤
務
有
３
名
で
の
シ
フ
ト
制

■
応
募
方
法
／
3
月
15
日
㈬
ま
で
に
履
歴

　

書
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
紹
介
状
を
添
え

　

て
倶
知
安
風
土
館
へ
提
出

■
選
考
方
法
／
書
類
選
考
、
面
接

問
倶
知
安
風
土
館
☎
22
―
６
６
３
１

■
募
集
期
間
／
3
月
1
日
㈬
〜
14
日
㈫

一
般
世
帯
向
け
（
複
数
世
帯
）

・
望
羊
団
地
（
北
４
東
４
）

２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

１
戸

２
階

・
南
９
条
団
地
（
南
9
西
2
）
※
浴
室
有
、

　

浴
槽
無　

３
Ｄ
Ｋ　

１
戸

高
齢
者
向
け
（
60
歳
以
上
・
複
数
世
帯
ま

た
は
単
身
世
帯
）

・
む
つ
み
団
地
（
南
8
西
2
）

　

２
Ｄ
Ｋ

１
戸

１
階

※
階
の
表
示
は
、
物
置
・
車
庫
な
ど
に
よ

　

り
実
際
と
は
違
う
場
合
が
あ
り
ま
す

※
修
繕
な
ど
が
完
了
し
て
か
ら
の
入
居
に

　

な
り
ま
す
の
で
、
入
居
可
能
に
な
る
ま

　

で
日
数
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す

※
申
請
に
は
所
得
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す

問
町
建
設
課
住
宅
係
☎
56
―
８
０
１
２

　

町
で
は
現
在
の
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
の
見
直
し
を
行
う
た
め
、
懇
話
会
の

公
募
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

■
任
期
／
委
嘱
の
日
〜
平
成
30
年
3
月
31

　

日
（
５
回
程
度
を
予
定
）

■
募
集
人
数
／
3
名

■
資
格
／
町
内
に
住
所
を
有
す
る
18
歳
以

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
策
定

検
討
懇
話
会
委
員
の
募
集

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

ス
キ
ー
パ
ト
ロ
ー
ル
赤
十
字
奉
仕
団
員



消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

高病原性鳥インフルエンザ

　昨年から道内の養鶏場で「鳥インフルエ

ンザが発生していますが、人間が食べても

感染しません」と、道や国では呼びかけを

しています。

　通常は人への感染はないと言っても、濃

厚な接触があった場合や、死んだ鳥やその

排泄物に触れたときはしっかり手洗いやう

がいをしましょう。市場で出回っている肉

や卵を食べても感染はしないと言うことで

すが、食中毒予防のためには十分に加熱し

てから食べましょう。

　なお、詳しくは『北のくらし　478 号』

に掲載されていますのでご一読下さい。本

書は当協会にありますのでお電話下さい。

■消費生活相談室（公民館１階団体室）

■月・水・金曜日 10 時～ 15 時☎ 23-1522

■時間外の緊急相談は☎ 22-2101( 荒野）

－16－

■
対
象
／
４
年
制
大
学
へ
進
学
の
新
入
生

■
申
込
資
格
／
町
内
に
5
年
以
上
居
住
の

　

平
成
29
年
3
月
に
高
校
を
卒
業
す
る
人

■
募
集
枠
／
毎
年
2
名

■
月
額
／
2
万
円（
2
年
間
給
付
・
返
済
不
要
）

■
受
付
／
4
月
1
日
〜
30
日
（
平
日
9
時

　

〜
18
時
）

■
必
要
書
類
／
高
等
学
校
長
の
推
薦
状
、

　

最
終
学
年
の
成
績
表
、
大
学
の
在
学
証

　

明
書
、
住
民
票
、
履
歴
書
、
親
権
者
の

　

所
得
証
明

問
ニ
セ
コ
ブ
ル
ー
グ
ラ
ス
代
表　

岩
井
宏

　

☎
22
―
０
１
３
６

　

高
校
・
大
学
に
進
学
や
在
学
し
、
更
な

る
学
業
向
上
を
目
指
す
お
子
さ
ん
を
持
つ

町
内
在
住
の
保
護
者
の
方
へ
の
制
度
で

す
。（
返
済
不
要
。
他
の
奨
学
金
と
の
重

複
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
）選
考
に
あ
た
り
、

本
人
学
力
・
保
護
者
所
得
な
ど
の
要
件
が

あ
り
ま
す
。
※
詳
細
は
直
接
問
へ　

■
募
集
区
分
と
奨
学
金
額
／

・
高
校
等
＝
月
額
９
千
円
以
内

・
大
学
等
＝
月
額
２
万
５
千
円
以
内

■
応
募
に
つ
い
て
／
４
月
１
日
以
降
、
町

　

教
育
委
員
会
へ
申
請
。
募
集
の
開
始
時

　

期
は
広
報
４
月
号
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　

お
知
ら
せ

問
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　

☎
56
―
８
０
１
８

　

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
の
有
効
期
限
は
3

月
31
日
㈮
ま
で
で
す
。
有
効
期
限
を
過
ぎ

る
と
、
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

期
限
ま
で
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
倶
知
安
商
店
連
合
会
☎
23
―
０
２
２
２

　

町
で
は
高
齢
者
・
身
体
障
害
者
・
母
子

お
よ
び
父
子
家
庭
で
一
定
条
件
を
満
た
す

人
に
対
し
て
水
道
料
金
お
よ
び
下
水
道
使

用
料
基
本
料
金
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

■
対
象
要
件
／
世
帯
全
員
が
前
年
分
の
所

　

得
税
お
よ
び
当
該
年
度
の
住
民
税
が
非

　

課
税
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
年
度
の
固

　

定
資
産
税
の
課
税
額
が
一
万
円
以
下

　

で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯

　
（
生
活
保
護
世
帯
を
除
く
）

①
世
帯
員
の
い
ず
れ
も
が
70
歳
以
上
の
者

　

ま
た
は
18
歳
未
満
の
者

②
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
規
定
す
る
障
害

　

の
級
別
が
３
級
以
上
の
者
が
世
帯
主
で

　

あ
る
こ
と

③
母
子
お
よ
び
父
子
な
ら
び
に
寡
婦
福
祉

　

法
に
規
定
す
る
母
子
お
よ
び
父
子
家
庭

　

に
該
当
す
る
者
※
生
活
保
護
の
方
は
対

　

象
外

■
助
成
金
額
／
水
道
料
金
等
の
基
本
料
金

　

の
2
分
の
1
の
額

■
申
込
方
法
／
町
福
祉
医
療
課
福
祉
係
で

　

申
請
書
を
受
け
取
り
後
申
込
み

問
町
福
祉
医
療
課
福
祉
係
☎
23
―
０
５
０
０

　

北
部
方
面
音
楽
隊
、
羊
蹄
太
鼓
保
存
会

鼓
流
に
よ
る
演
奏
が
あ
り
ま
す
。

■
日
時
／
4
月
16
日
㈰
11
時
〜
12
時

■
場
所
／
町
文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー
大
ホ
ー

　

ル
（
南
3
東
4
）

問
町
総
合
政
策
課
☎
56
―
８
０
０
１

■
内
容
／

　

（1）
北
海
道
新
幹
線
倶
知
安
駅
の
構
造
変
更

　

（2）
構
造
変
更
に
伴
う
環
境
影
響
評
価

■
日
時
／
３
月
17
日
㈮
18
時
〜
（
１
時
間

　

程
度
を
予
定
）

■
場
所
／
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー（
南
２
西
１
）

問
鉄
道
・
運
輸
機
構
北
海
道
新
幹
線
建
設

　

局
工
事
第
五
課
☎
０
１
１
―
２
０
５
―

　

３
５
１
６

　

地
域
資
源
（
景
観
、
歴
史
、
地
質
、
地

域
文
化
、
民
俗
文
化
財
、
産
業
な
ど
）
を

再
認
識
し
、
地
元
の
力
と
な
る
地
域
の
魅

力
を
再
発
見
す
る
中
で
、
更
な
る
発
展
の

た
め
の
知
恵
の
発
掘
と
、
ロ
ー
カ
ル
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
を
目
的
に

水
道
料
金
等
助
成
金
制
度

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時
／
３
月
４
日
㈯
15
時
〜
18
時

■
場
所
／
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー（
南
２
西
１
）

■
そ
の
他
／
参
加
申
込
は
問
へ

問
後
志
総
合
振
興
局
小
樽
建
設
管
理
部　

　

建
設
行
政
室
建
設
指
導
課
主
査
（
ま
ち

　

づ
く
り
）
☎
23
―
１
３
７
５

　

saitou.kuniharu@
pref.hokkaido.lg.jp

　　
「
北
海
道
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
」

の
策
定
に
あ
た
り
、意
見
を
募
集
し
ま
す
。

関
係
書
類
は
道
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
道
庁

別
館
行
政
セ
ン
タ
ー
、
総
合
振
興
局
な
ど

で
閲
覧
で
き
ま
す
。
名
称
は
「
北
海
道
国

民
健
康
保
険
運
営
方
針
（
原
案
）」、
募
集

期
間
は
3
月
1
日
〜
3
月
31
日
ま
で

問
北
海
道
保
健
福
祉
部
健
康
安
全
局
国
保

　

医
療
課
☎
０
１
１
―
２
３
１
―
４
１
１
１　

　
（
内
線
25
―
８
０
８
）

　
http://w

w
w
.pref.hokkaido.lg.jp/

　

hf/kki/kak/kouikika_junbi_index.

　

htm

倶
知
安
町
奨
学
金
制
度

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券

北
部
方
面
移
動
監
視
隊
歓
迎
記
念

行
事
式
典
の
開
催

開

催

広
域
景
観
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催

北
海
道
新
幹
線
の
倶
知
安
駅
構
造

変
更
等
説
明
会

周

知

奨
学
生
募
集

道
民
意
見
の
募
集
に
つ
い
て



セ
ル
フ
方
式
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
利
用

に
際
し
て

　

ド
ラ
イ
バ
ー
自
ら
が
給
油
を
行
う
こ
と

の
で
き
る
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
方
式
の
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
は
、
簡
単
な
操
作
で
給
油

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
ガ
ソ
リ
ン

な
ど
の
燃
料
は
消
防
法
令
で
貯
蔵
や
取
扱

い
が
規
制
さ
れ
て
い
る
「
危
険
物
」
で
あ

り
、
操
作
方
法
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
重

大
な
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

セ
ル
フ
ス
タ
ン
ド
を
利
用
す
る
際
は
、

操
作
手
順
に
従
っ
て
、
正
し
く
給
油
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
給
油
の
際
に
不
明
な
点
が
あ
る

場
合
、
計
量
器
付
近
に
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
が

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
従
業
員
に
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

2 月 15 日 ( 水 ) までに住民環境課住民係へ

届け出があったもので、承諾を受けた内容

について掲載しています。

平成 29年 平成 28年
人　身 5件 3件
物　損 83件 82件
死　者 0名 0名

1 月末までの
町内交通事故発生状況

平成 29年 平成 28年
火　災 2件 3件
救　急 112件 103件
救　助 4件 1件
その他 5件 4件

1 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

人の動き　平成 29 年 1月末現在

人　　　　　口

　　　男

　　　女

世　　帯　　数

16,506 人

 8,382 人

 8,124 人

9,044 世帯

（前月比 + 41）

（前月比 + 22）

（前月比 + 19）

（前月比 + 49）

うち外国籍住民 1,592 人（前月比 + 47）

主
な
事
件

▽
窃
盗
（
事
務
所
荒
し
）
事
件
の
発
生

　

会
社
事
務
所
内
か
ら
現
金
な
ど
が
盗
ま

れ
る
事
件
が
２
件
発
生
し
ま
し
た

▽
窃
盗
事
件
の
発
生

　

ス
キ
ー
場
の
ス
キ
ー
置
場
に
保
管
し
て

い
た
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
一
式
が
盗
ま
れ
る
事

件
が
発
生
し
ま
し
た

▽
器
物
損
壊
の
発
生

　

飲
食
店
の
ト
イ
レ
壁
面
が
壊
さ
れ
る
事

件
が
発
生
し
ま
し
た

交
通
事
故

▽
1
月
3
日
、
道
道
進
行
中
の
車
両
が
、

凍
結
路
面
で
ス
リ
ッ
プ
し
横
転
す
る
交
通

事
故
が
発
生
し
ま
し
た

▽
1
月
25
日
、
国
道
信
号
交
差
点
に
お
い

て
出
合
い
頭
に
よ
る
交
通
事
故
が
発
生
し

ま
し
た

ごめいふくをお祈りします 　現在、民法の成年になる年齢を 18 歳に引き下げる法改正の検

討が進められていますが、引き下げられた場合、新たに成年の扱

いになる 18 歳と 19 歳の若者の間で消費者被害が増えることを心

配する声があります。

　未成年者が物やサービスの契約を結ぶ場合、例えばパソコンな

どの高価な買い物をしたりクレジット契約を結んだりするとき、

原則は親などの同意が必要です。そして、同意なしに契約をした

場合、基本的には未成年だという理由で取り消すことができます。

なぜなら未成年者は、社会経験が乏しく契約に関し適切な判断が

できない危険があるため、取り消しを認めて保護する必要がある

と考えられているからです。

　現在では、満 20 歳をもって成年とされ親権者の同意なく契約

できるようになりますが、新成人は、契約の経験が少ないので悪

質な事業者のターゲットになりやすいと言われています。今後成

年になる年齢が引き下げられた場合、親元を離れ一人暮らしを始

める時期に、しつこい勧誘を受けて高額な商品をローンで購入さ

せられる被害が考えられます。また、先輩など知り合いに勧めら

れるとはっきりと断ることができないことが少なくありません。

友達を紹介すれば報酬が入ると聞かされて安易に友達を紹介した

結果、自分が加害者になることも心配されています。

　トラブルに巻き込まれたら、ひとりで抱え込まずに早めに相談

することが解決への第一歩です。
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成
年
年
齢
の
引
き
下
げ
と

消
費
者
被
害

岩内ひまわり
基金法律事務所

弁護士　古宮　靖子
　☎    0135-61-4777
　℻   0135-61-4888


